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明
治
二
十
丸
年
三
月
法
律
第
三
十
三
銃
器
業
税
法
が
底
止
せ

ら
れ
て
替
業
牧
鏡
検
訟
が
制
定
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
昨
大
正
十

五
年
三
月
白
法
律
第
十
一
抗
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
替
業
税
法
が

外
形
掠
地
中
主
誌
を
と
り
し
結
果
、
帥
官
業
白
外
形
が
大
た
れ
ば
替

業
牧
益
の
犬
小
有
無
に
閥
せ
宇
高
率
を
課
す
る
主
一
耳
ふ
の
が
、

替
業
税
を
峰
止
す
る
根
本
理
由
で
あ
っ
た
。
モ
白
代
り
忙
今
度

は
融
商
業
の
純
収
益
を
捕
へ
ん
・
と
す
る
替
業
牧
益
税
が
生
れ
た
の

第
二
十
六
磐

三
七
五

第

肱

五

. ， 
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雑

録

此
官
接
抗
盆
曲
。
改
正
法
案

で
あ
る
。

替
業
牧
銃
殺
は
一
昨
年
春
に
制
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
白
賞
施
せ
ら
れ
た
の
は
昨
年
大
正
十
六
年
一
月
一
一
日
以
来
D

事
で
あ
る
。
最
初
は
認
税
に
代
る
良
税
在
し
て
平
ろ
歓
迎
せ
ら

れ
て
ゐ
た
の
が
、
い
ざ
賀
行
ル
」
む
る
ル
」
俄
に
非
難
の
撃
が
高
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
替
業
収
録
税
は
中
小
の
替
業
者
を
盤
迫
す
る

と
一
回
ム
白
が
共
原
因
で
あ
る
。

外
形
標
準
主
義
の
替
業
税
に
あ
担
て
は
、
利
益
が
割
合
に
少

き
も
取
引
高
の
多
吉
大
器
業
者
が
比
較
的
重
く
課
せ
ら
れ
、
利

益
の
割
合
が
相
省
大
怠
る
も
小
規
模
の
皆
業
に
従
事
す
る
中
小

替
業
者
が
割
合
陀
恒
吉
負
檎
で
済
ん
で
ゐ
た
・
の
で
あ
る
。
然
る

に
外
形
悌
準
主
義
の
替
業
税
よ
り
賀
質
主
誌
の
替
業
牧
続
税
に

制
型
化
す
る
主
共
に
、
取
引
高
多
き
も
利
益
割
合
少
吉
小
骨
業
者

は
負
婚
を
極
減
せ
ら
れ
、
取
引
高
少
き
も
利
益
歩
合
大
・
な
る
小

替
業
者
が
重
く
謀
せ
ら
れ
る
事
主
な
っ
た
の
で
あ
る
。

営
業
税
雌
止
論
者
が
営
業
収
益
税
の
制
定
を
恰
も
天
来
の
踊

昔
の
如
く
宜
侍
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
小
器
業
者
は
そ
の

一
日
も
平
〈
寅
施
官
ら
れ
ん
事
主
筆
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
宣

庁小

第
二
十
六
巻

七
プ〈

五

第

掠

施
せ
ら
札
て
見
る
と
、
中
小
営
業
者
の
或
者
は
返
っ
て
共
負
携

を
捕
し
そ
れ
に
府
鯨
市
町
村
の
附
加
積
が
加
は
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
不
干
の
勃
裂
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
る
。
克
も

出
陣
念
の
底
置
と
し
て
税
務
営
局
は
随
分
野
力
し
た
白
で
あ
る

が
、
感
情
の
激
す
る
所
は
途
民
営
業
収
益
税
の
不
納
同
盟
主
粛

ら
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
不
穏
た
る
密
集
主
緩
和
せ
ん
と
し
て
生
れ
た
の
が
、
替

業
枚
目
仕
税
の
改
正
法
案
で
あ
る
。
法
案
の
内
容
は
正
路
に
は
明

か
で
は
な
い
が
、
諸
所
に
於
て
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
三
土
犬
蹴
犬

医
白
演
説
に
よ
る
と
、
失
の
如
く
で
あ
る
。

千
五
百
回
以
下
の
牧
盆
を
有
す
る
個
λ
営
業
者
に
は

共
牧
益
よ
り
百
闘
を
挫
除
し
て
残
額
に
課
税
す
る
事

邸
ち
こ
れ
で
あ
っ
た
。
私
は
、

己
の
改
正
法
案
に
閥
し
て
考

擦
を
進
め
た
い
の
で
あ
る
。

先
づ
考
ふ
べ
き
は
、
営
業
収
盆
税
の
改
正
法
案
が
講
ぜ
ら
る

L
A

に
至
っ
た
動
機
で
あ
る
。
前
越
の
如
く
、
現
行
替
業
収
益
枕

に
不
平
E
起
し
た
の
は
、
替
業
税
時
代
に
比
し
現
今
重
く
謀
せ

一-

_...~.. 



ら
れ
て
ゐ
る
替
業
者
で
あ
る
。
替
業
牧
益
税
に
よ

P
負
婚
を
軽

減
せ
ら
れ
た
人
は
沈
賦
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
取
引
高

小
な
る
も
利
回
翫
割
合
が
比
較
的
大
な
る
小
替
業
者
で
あ
っ
て
、

後
者
は
利
益
割
合
小
伝
る
も
取
引
高
犬
な
る
大
替
業
者
で
あ

る
。
か
A
る
大
管
業
者
の
浦
口
止
を
損
守
る
事
な
し
陀
、
か
L
A

る

小
管
業
者
の
不
平
を
緩
和
せ
ん
と
つ
占
め
る
の
が
、
改
E
法
案

の
目
的
と
す
る
所
で
あ
る
。

替
業
収
益
税
の
改
正
法
案
に
つ
い
て
は
種
々
の
問
題
が
起
り

得
る
。
第
一
花
、
と
の
改
正
法
案
が
過
渡
的
立
法
た
り
や
否

や
、
第
二
に
、
過
渡
的
立
法
た
り
や
否
や
は
別
問
題
と
し
て
、

果
し
て
所
期
の
目
的
を
達
し
得
ベ
き
や
否
や
の
酷
で
あ
る
。

改
正
法
案
が
、
営
業
牧
毎
税
そ
の
も
の
を
不
完
全
た
り
止
認

め
て
根
本
的
改
正
を
敢
て
せ
ん
'
と
す
る
紅
ら
ば
、
そ
は
永
久
的

の
立
法
で
あ
る
。
然
し
明
治
二
十
九
年
以
来
の
外
形
標
準
を
殴

し
て
俄
に
賞
質
主
義
を
採
用
し
た
事
が
か
L
る
不
都
合
を
生
巳

た
に
過
ぎ
た
い
止
せ
ば
、
此
改
E
法
案
は
過
渡
的
施
設
主
た
る

の
で
あ
る
。
此
貼
は
外
形
標
準
士
山
蜂
主
純
益
主
義
と
の
比
較
の

根
本
問
題
に
及
ぶ
の
で
あ
る
が
、
暫
〈
此
離
に
は
鯛
れ
・
な
い
で

雑

鍬

替
業
牧
盆
松
田
改
正
法
案

rh 

世
〈
。第

二
の
問
題
止
し
て
は
、
か
ミ
る
根
本
輸
は
暫
く
措
昔
、
改

正
法
案
が
果
し
て
所
期
の
妓
果
を
牧
め
得
る
か
否
か
の
賠
を
明

か
に
し
た
い
。

大
減
大
臣
の
説
明
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
品
同
業
収
益
税
改
正
の

果
(ロ) (ィ)宇

生ニし
ピ改;総て
、正 2 車、

直p Vj 

ち新 a百
*:var周
と「以
L 上
て白、 ω

基韮
自在
大 宿
小 す
忙る

臨 管

長 書
措 が
割 一
合 偉

差 百
等 分
をの

(
一
)
四
百
闘
の
牧
症
を
有
す
る
管
業
者
自
負
摘
は
百
分
自
ニ
ニ

(

ニ

)

七

百

閥

同

育

分

自

ニ

・

四

(

一

ニ

)

千

闘

同

百

分

自

-

了

E

(

阻

)

千

五

百

聞

同

宵

分

自

ニ

・

六

{
宜
)
千
耳
百
闘
を
超
ゆ
る
牧
益
を
有
す
る
替
議
者
自
負
檎
は
百
分

の
ニ
・
八
と
な
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
従
来
の
百
分
の
一
一
・
八
白
比
例
税
率
を
腹
し
て
、

百
分
の
二
二
乃
至
百
分
の
二
・
八
の
累
進
税
率
を
採
用
せ
ん
主

す
る
の
が
改
E
法
案
の
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
此
鮪
を
巾
心
と
し

て
論
宇
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
+
大
巻

= 
七
七

第

就

王
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雑

鉱

替
業
牧
盆
紐
D
改
正
法
案

百
闘
の
控
除
夜
定
が
問
題
主
な

っ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
'
凶
も
改
正
法
案
が
現
行
法
と
誕
る
則

只
此
際
に
注
意
す
べ
き
は
、

は
、
絶
割
削
酬
に
於
て
年
額
二
闘
八
十
銭
削
ち
月
額
二
十
三
銭
を

純
一
似
せ
ん
l

と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
可
た
り
制
い
立
日
出
た
り
と
云

は
ね
は
在
ら
ね
。
従
っ
て
と
れ
が
批
許
が
可
な
り
細
部
に
及
ぶ

の
も
、
止
む
を
得
た
い
別
で
あ
る
。

先
づ
宜
例
に
よ
っ
て
改
正
法
案
の
内
容
を
説
明
す
る
。

改
正
笑
の
恩
一
品
陀
浴
す
る
故
後
の
一
人
・
と
し
て
千
五
百
幽
の

牧
袋
E
有
す
る
叫
営
業
者
を
し
と
り
、
そ
の
恩
恵
に
浴
せ
ざ
る
最
初

の
一
人
主
し
て
千
五
百
一
閣
の
牧
盆
を
有
す
る
人
を
と
り
、
耐

者
の
負
携
を
比
較
す
る
。

前
者
は
、
千
五
百
闘
の
収
益
よ
り
百
闘
を
控
除
せ
ら
れ
共
抽
出

額
千
四
百
凶
に
百
分
の
二
・
八

E
課
税
せ
ら
れ
る
か
ら
、

一
十
九
回
二
十
銭
を
納
税
す
る
事
目
と
た
り
、
残
額
千
四
百
六
十

闘
八
十
銭
が
手
取
り
'
と
し
て
残
る
詳
で
あ
る
。

後
者
は
、
千
五
百
一
困
の
牧
径
を
有
す
る
が
故
に
そ
の
金
制

に
百
分
の
一
一
・
八
を
課
ぜ
ら
れ
四
十
一
一
国
三
銭
を
納
税
し
残
額

結
局

第
二
十
六
趨

= 
t 
p、

部

腕

五
回

千
四
百
五
十
八
闘
九
十
七
銭
の
手
取
り
を
得
る
の
で
あ
る
。

千
五
百
一
闘
の
牧
お
を
得
る
人
は
千
五
百
困
の
牧
町
止
を
得
る

人
よ
り
も
一
国
飴
計
の
牧
益
を
得
て
ゐ
る
。
然
る
に
前
者
の
手

取
金
位
千
四
百
五
十
八
回
丸
十
七
銭
で
あ
っ
て
、
後
者
の
手
取

金
千
四
百
六
十
閑
八
十
銭
上
り
も
一
国
八
十
二
銭
少
い
の
で
あ

一
周
多
く
収
益
配
得
る
と
納
税
後
の
残
額
が
一
岡
八
十
二

不
都
合
左
立
法
で
な
い
か
。
而
も
と
の
不

る。銭
少
く
在
る
止
は
、

都
合
は
千
五
百
岡
を
遠
ざ
か
る
に
従
ひ
漸
〈
持
ら
ぎ
、
千
五
百

ご
間
八
十
八
鏡
花
至
っ
て
止
む
の
で
あ
る
。
か
く
考
へ
る
止
千

五
百
阿
L

と
云
ム
限
界
は
極
め
て
微
妙
在
る
一
級
で
あ
る
。
か
L

る
微
妙
な
る
級
世
劃
す
る
事
は
、
'
と
も
す
れ
ば
銑
く
な
り
勝
の

納
税
者
と
税
務
署
止
の
問
の
感
情
を
一
居
強
く
刺
戟
す
る
事
主

た
る
の
で
あ
る
。

己
の
不
都
合
は
、
替
業
収
録
税
に
劃
す
る
地
方
附
加
税
を
考

慮
に
入
れ
る
ー
と
、
日
掛
々
甚
だ
し
〈
た
っ
て
く
る
。
般
に
本
税
主

同
組
の
地
方
附
加
税
が
課
せ
ら
れ
る
止
す
る
と
、
「
替
業
牧
谷

稔
白
木
税
及
び
附
加
校
在
合
し
た
る
税
制
」
及
び
「
納
税
残
額
止

し
て
替
業
者
の
純
収
益
に
腸
す
べ
き
余
額
」
は
各
牧
錠
金
額
に

一 一斗
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路
じ
大
悟
次
の
如
き
蚊
宇
を
示
す
事
主
在
る
の
で
あ
る
。

収
ん
t
A咽
師

精

銅

純

牧

盆

翻

悶
N

M

内

M
N

一
J
1
0
0
・0
0

七
八
・
凹
O

一
、
四
ニ
一
・
式
。

一、
E
O
一・の
O

八
四
・
0
四
一
、
凹
一
大
・
九
六

一、
E
O
ニ・
0
0

入
問
・
一

O

一
、
凶
一
じ
・
ヒ
九

一、
E
O
コ一・
0

0

八
四
二
六
一
、
山
一

λ
・λ
凹

一、五
O
凹・
0

0

λ

四
・
=
一
一
一
.
凹
一
九
・
九
λ

一、

E
o
w
・0
0

λ

凹
・
ニ
λ

一
、
四
ニ
0
・七二

一、
R
O
E
-
-
三
八
四
・
三
三
一
、
凹
一
二
'
式
。

即
ち
千
五
百
闘
以
上
の
収
益
を
得
る
事
は
返
っ
て
納
税
後
の

純
益
を
少
な
か
ら
し
む
る
結
果
を
ま
ね
き
、
而
し
て
此
不
都
合

は
約
千
五
百
一
ハ
凶
に
ま
で
及
ぶ
白
で
あ
る
。
地
方
附
加
枕
を
考

胞
に
入
れ
ざ
り
し
際
に
は
、
不
都
合
を
生
や
る
匝
械
が
二
回
八

十
八
銭
で
あ
っ
た
白
が
、
本
税
及
び
地
方
附
加
税
同
者
を
合
す

る
主
、
瓦
岡
九
十
三
銭
に
腕
民
せ
ら
れ
る
諜
で
あ
る
。

削
指
進
税
率
に
つ
い
て
極
々
の
理
論
が
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る

が
、
大
な
る
課
税
物
件
を
有
す
る
人
が
小
な
る
課
税
物
件
を
有

す
る
人
よ
り
も
、
納
枕
後
の
時
四
額
が
少
く
な
る
主
一
五
ふ
事
は
許

さ
れ
て
ゐ
友
い
の
で
あ
る
。
己
れ
各
闘
の
租
税
立
法
主
捗
げ
る

迄
も
た
く
明
瞭
で
あ
る
。
然
る
に
侍
へ
ら
る
ミ
所
白
改
正
法
案

雑

総

管
業
牧
徒
曲
目
改
正
怯
案

が
恰
も
此
原
則
に
矛
盾
し
て
ゐ
る
白
は
遺
憾
で
あ
る
。

「
徐
り
に
直
々
た
る
問
闘
で
は
な
い
か
、

千
五
百
闘
の
場
合

と
千
五
百
国
一
銭
の
場
合
と
の
不
都
合
は
認
す
る
に
ご
凶
八
十

銭
の
一
差
に
過
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
L

主
一
耳
ふ
論
者
が
あ
白
る
か
も

知
れ
泣
い
。
然
し
不
都
合
は
飽
く
迄
不
都
合
で
あ
っ
て
金
制
酬
の

大
小
を
超
越
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
特
区
今
度
の
改
正
の
動
機

が
、
ご
幽
八
十
銭
に
よ
っ
て
小
替
業
者
の
不
平
を
緩
和
せ
ん
と

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
h

る
駁
論
は
成
立
し
得
た
い
筈
で
あ

る。
以
上
は
叫
営
業
収
録
税
改
正
法
案
と
し
て
犬
減
大
医
の
械
設
に

現
は
れ
て
ゐ
る
所
在
批
評
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
此
出
訟
た

る
も
の
が
体
ふ
る
者
の
誤
報
で
あ
り
、
又
は
小
生
の
問
問
問
で
あ

っ
て
、
賞
際
に
於
て
は
も
っ
主
立
滅
危
H
つ
品
川
献
の
少
い
組
事
公

収
益
税
改
正
法
案
が
誹
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
れ
ば
邦
家
の
キ

踊
で
あ
る
。

第
二
十
六
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三
七
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